
区域の区分

　・騒音
第１種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域
第 １ 種 住 居 地 域
第 ２ 種 住 居 地 域
準 住 居 地 域
近 隣 商 業 地 域
商 業 地 域
準 工 業 地 域

第２号区域 上 記 以 外 の 第 ４ 種 区 域

　・振動
第１種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域
第 １ 種 住 居 地 域
第 ２ 種 住 居 地 域
準 住 居 地 域
近 隣 商 業 地 域
商 業 地 域
準 工 業 地 域

第２号区域 第 １ 号 区 域 以 外

第　　２　　種　　区　　域

第　　１　　種　　区　　域

工 業 地 域

工 業 地 域

第１号区域

第　　１　　種　　区　　域

第　　２　　種　　区　　域

第２種区域

青 色 で 表 示 さ れ た 区 域 に あ る 学
校、保育所、病院、診療所、図書
館及び特別養護老人ホームの敷地
の周辺約８０メートル以内の区域

第１号区域

第４種区域にある学校、保育所、
病 院 、 診 療 所 、 図 書 館 及 び 特 別
養 護 老 人 ホ ー ム の 敷 地 の 周 辺
約 ８ ０ メ ー ト ル 以 内 の 区 域

第４種区域

第　　３　　種　　区　　域

騒音・振動規制法に基づく規制区域図 

（鳥取・国府地域） 


